
平成２９年度の主な組織改正について

I 平成２９年度組織改正の考え方 

平成２９年度の組織改正は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会の開催を契機とした「かわさきパラムーブメント」の推進などの「川崎市総合計

画」に掲げる政策・施策の着実な推進に向け、効率的かつ責任体制を明確にした執

行体制を整備します。 

また、小・中学校等の学級編制基準及び教職員の給与費負担等の事務・権限の政

令指定都市への移譲などの社会情勢等の変化に適切に対応し、かつ民間部門との協

働・連携を図るための柔軟で機動的な執行体制を整備するとともに、多様な人材が

活躍できる職場づくりを推進します。 

II 主な組織整備

１ 「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策の着実な推進

(1) 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり 

① 老人いこいの家などの施設老朽化への対応と合わせて、地域の中で高齢

者や子育て世帯を支え合う地域包括ケアシステムの構築に向けた支援拠

点づくりの検討を進めるため、健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス

課に地域支援拠点担当を設置します。（改正図１） 

② 既存住宅の活用強化・流通促進や民間賃貸住宅の活用などにより、安心

して住み続けられる居住環境づくりを推進するため、まちづくり局住宅政

策部住宅整備推進課に居住・再生支援担当を設置します。（改正図２） 

(2) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 

① 中学校完全給食の全校実施に向けて、市内３か所の学校給食センターの

稼働開始への適切な対応とともに、子どもたちへの体系的、計画的な食育

を推進し、小中一貫した健康給食を推進するため、教育委員会事務局に健

康給食推進室を設置します。（改正図３） 
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② 平成２９年４月からの小・中学校等の学級編制基準及び教職員の給与費

負担等の事務・権限の政令指定都市への移譲に対応し、学校現場の実態に

即した教職員配置等のより一層の効果的な運営体制の構築に向け、教職員

の定数管理及び人事、給与等の勤務条件に関する施策の企画・推進や教職

員の健康管理に関する予防・復職支援等の執行体制を強化するため、教育

委員会事務局職員部に、教職員企画課、教職員人事課、給与厚生課を設置

するとともに、学校管理職等の人事評価や学校現場の実態を踏まえた人事

施策を推進するため、教職員人事・服務監察担当を設置します。（改正図４） 

(3) 市民生活を豊かにする環境づくり

① 市民共有の財産である多摩川のポテンシャルを最大限に活かすため民

間活力を導入するとともに、多摩川とまちが一体となり、持続的な賑わい

と良質な環境の創出に向けた取組を推進するため、建設緑政局総務部企画

課に水辺活用担当を設置します。（改正図５） 

(4) 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 

① 力強い産業都市を支える臨海部の持続的な発展に向けて、今後見込まれ

る社会経済情勢の急速な変化に対応し、中長期的なビジョンの実現に資す

る施策を戦略的に推進するため、臨海部国際戦略本部臨海部事業推進部に

事業推進担当を設置します。（改正図６） 

② 国際競争力の強化に向け、羽田空港周辺地域及び京浜臨海部の連携を強

化し、成長戦略拠点の形成を図るための交通インフラとして羽田連絡道路

の整備を行うため、建設緑政局広域道路整備室に羽田連絡道路建設担当を

設置します。（改正図７） 

③ インクルーシブなまちづくりの実現に向けて、「かわさきパラムーブメ

ント推進ビジョン」に掲げる誰もがスポーツに親しめる環境づくりの推進

を図るため、市民文化局市民スポーツ室に企画調整担当を設置するととも

に、障害の有無にかかわらず、スポーツを「する」、「観る」、「支える」取

組を推進し、スポーツに参加する機会を創出するため、スポーツ事業推進

担当を設置します。（改正図８） 
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④ 英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプ受入れに

向けた関係団体等との調整をはじめ、スポーツや文化など、様々な分野に

おける交流事業の企画調整を進めるとともに、「かわさきパラムーブメン

ト」の実践的な取組を市民と共に推進する体制の強化を図るため、市民文

化局オリンピック・パラリンピック推進室に事前キャンプ担当を設置しま

す。（改正図９） 

⑤ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし

て、川崎の芸術文化を国内外に発信するとともに、誰もが暮らしやすい社

会的包摂が進んだまちづくりに向け、障害の有無にかかわらず文化芸術に

親しめる環境づくりを、川崎版文化プログラムとして推進するため、市民

文化局市民文化振興室に文化創造推進担当を設置します。（改正図 10） 

(5) 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 

① ＪＲ川崎駅北口自由通路に面した好立地を活かし、おもてなしの姿勢で、

「川崎のまちの愉しみ」を外国人も含めた多様な利用者に伝える観光案

内・魅力発信の拠点とするとともに、証明書発行や市バス乗車券発売等の

身近な行政サービスを便利で快適に提供する複合施設を運営するため、市

民文化局コミュニティ推進部区政推進課に川崎駅北口行政サービス施設

担当を設置します。（改正図 11） 

２ 「川崎市総合計画」の推進体制を下支えする職場づくり

市民サービスの向上に向けて、多様な人材が活躍できる職場づくりを行うと

ともに、職員や組織の力を高め、課題に対して迅速かつ柔軟に取り組める組織

づくりを目指し、市長を本部長とする「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進

本部」の下、全庁的な取組を推進するため、総務企画局行政改革マネジメント

推進室に働き方・仕事の進め方改革担当を設置します。（改正図 12） 
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平成29年度の主な組織改正図

（改正図　１）

健康福祉局 健康福祉局

長寿社会部 長寿社会部

高齢者在宅サービス課 高齢者在宅サービス課

担当課長〔地域支援拠点〕

（改正図 ２）

まちづくり局 まちづくり局

住宅政策部 住宅政策部

住宅整備推進課 住宅整備推進課

担当課長〔居住支援・民間住宅担当〕 担当課長〔居住・再生支援担当〕

廃止

（改正図　３）

教育委員会 教育委員会

事務局 事務局

教育次長 教育次長

学校教育部 学校教育部

健康教育課 健康教育課

担当課長〔企画・調整〕

廃止

中学校給食推進室 健康給食推進室

担当課長〔計画・事業推進〕 担当課長〔計画・事業推進〕

担当課長〔共同調理場整備推進〕 担当課長〔共同調理場整備推進〕

担当課長〔食育推進〕 担当課長②〔学校給食・食育推進〕

担当課長〔学校給食センター開設準備〕 担当課長〔南部学校給食センター開設準備〕

廃止 担当課長〔中部学校給食センター開設準備〕

担当課長〔北部学校給食センター開設準備〕

改正前 改正後

改正前 改正後

改正前 改正後
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平成29年度の主な組織改正図

（改正図　４）

教育委員会 教育委員会

事務局 事務局

教育次長 教育次長

職員部 職員部

教職員課 教職員企画課

担当課長④〔教職員人事・服務監察〕 担当課長〔制度・調整〕

担当課長〔教員採用〕 教職員人事課

廃止 担当課長⑤〔教職員人事・服務監察〕

担当課長〔人材育成・評価〕

担当課長〔教員採用〕

勤労課 給与厚生課

担当課長〔制度・調整〕

廃止

担当課長〔人事・服務〕

担当課長（兼）〔人事・服務〕

担当課長②（併）〔人事・服務〕

担当課長〔給与・厚生〕

担当課長②（兼）〔給与・厚生〕

担当課長②（併）〔給与・厚生〕

（県費教職員移管準備担当）

廃止

担当部長〔教職員人事・服務監察〕

改正前 改正後
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平成29年度の主な組織改正図

（改正図　５）

建設緑政局 建設緑政局

総務部 総務部

企画課 企画課

担当課長（水辺活用担当）

（改正図 ６）

臨海部国際戦略本部 臨海部国際戦略本部

臨海部事業推進部 臨海部事業推進部

担当課長〔事業推進〕

（改正図 ７）

建設緑政局 建設緑政局

広域道路整備室 広域道路整備室

担当課長〔整備〕 担当課長（羽田連絡道路建設担当）

廃止

（改正図　８）

市民文化局 市民文化局

市民スポーツ室 市民スポーツ室

担当課長〔スポーツ推進〕 担当課長〔企画調整〕

廃止

担当課長〔スポーツ事業推進〕

（改正図　９）

市民文化局 市民文化局

オリンピック・パラリンピック推進室 オリンピック・パラリンピック推進室

担当課長〔オリンピック・パラリンピック推進〕 担当課長〔オリンピック・パラリンピック推進〕

担当課長〔事前キャンプ〕

担当部長（兼）
【兼務元：市民文化局市民スポーツ室長】

担当部長（兼）
【兼務元：市民文化局市民文化振興室長】

担当部長（兼）
【兼務元：建設緑政局等々力緑地再編整備室長】

改正後

改正前 改正後

改正前 改正後

改正前 改正後

改正前

改正前 改正後
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平成29年度の主な組織改正図

（改正図　10）

市民文化局 市民文化局

市民文化振興室 市民文化振興室

担当課長〔文化施策調整〕 担当課長〔文化創造推進〕

廃止

（改正図 11）

市民文化局 市民文化局

コミュニティ推進部 コミュニティ推進部

区政推進課 区政推進課

担当課長

〔川崎駅北口行政サービス施設担当〕
【兼務先：川崎区役所区民サービス部区民課担当課長】

川崎区役所 川崎区役所

副区長 副区長

区民サービス部 区民サービス部

区民課 区民課

担当課長（行政サービスコーナー担当） 担当課長（兼）（行政サービス施設担当）

廃止 【兼務元：市民文化局コミュニティ推進部区政推進課担当課長】

（改正図 12）

総務企画局 総務企画局

行政改革マネジメント推進室 行政改革マネジメント推進室

担当課長②〔組織・定数〕 担当課長〔組織・定数〕

担当課長〔業務改善推進〕 担当課長〔働き方・仕事の進め方改革〕

廃止

担当課長（兼）〔働き方・仕事の進め方改革〕
【兼務元：総務企画局本庁舎等建替準備室担当課長】

担当課長（兼）〔働き方・仕事の進め方改革〕
【兼務元：総務企画局情報管理部ICT推進課長】

担当課長（兼）〔働き方・仕事の進め方改革〕
【兼務元：総務企画局人事部人事課長】

担当課長（兼）〔働き方・仕事の進め方改革〕
【兼務元：総務企画局人事部労務課長】

担当課長〔人材開発〕 担当課長〔人材育成〕

廃止

担当部長〔働き方・仕事の進め方改革〕

改正後改正前

改正前 改正後

改正前 改正後
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